
100 第 57巻　第 1号

特定非営利活動法人日本歯科保存学会会員倫理規程

（趣旨）
第 1条　日本歯科保存学会（以下「本会」という．）は，会員の守るべき倫理等必要な事項等について定める会員倫理
規程を設ける．
2　本会会員は本会の名誉を傷つけ，又は目的に違反する行為を行ってはならない．
（実施方法）
第 2条　倫理委員会における審査は以下の手順に従う．
　（1）倫理審査を希望する委員会の委員長は書面をもって，理事長及び倫理委員会委員長（以下「委員長」という．）

に審査願いを提出する．
　（2）委員長は，直ちに審査を依頼した当該委員会委員長と検討し，委員会での審査が必要と判断した場合は，委員

会を招集する．
　（3）委員会には，理事長の許可を得て外部委員 2名を加えなければならない．
　（4）委員長の判断により，理事長の許可を得て必要に応じて関連する委員会の委員長等を委員として委嘱すること

ができる．
　（5）委員長の判断により，専門的な情報や判断が必要とされた場合は，理事長の許可を得て弁護士等に依頼するこ

とができる．
（審査に拘わる費用）
第 3条　委員会の審査に付随して発生する費用は本会が負担する．
2　外部委員には相応の交通費及び 1日につき 1万円の審査料を支払う．
（処分）
第 4条　処分は除名，会員資格停止，専門・認定医資格喪失，専門・認定医試験受験停止，戒告，厳重注意等とする．
（結果の報告）
第 5条　委員会は，審査結果を常任理事会に報告して承認を得なければならない．
2　学会は，理事会・評議員会・総会において処分の概要を報告しなければならない．
（異議申し立て）
第 6条　処分内容に異議のある者は，処分を受けた日から 2週間以内に文書をもって理事長に異議申し立てができる．
2　異議申し立てを受けた場合は，1ヶ月以内に倫理委員会を招集し，処分の再審議をしなければならない．
3　再度の異議申し立ては受け付けない．
（規程の改廃）
第 7条　この規程の改廃は，委員会及び常任理事会の議を経て，理事会の承認を得なければならない．

　　　附　則
　この規程は，平成 18年 11月 8日から施行する．
　この規程は，平成 24年 4月 1日に一部改正し，施行する．


